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市：男女共同参画推進についての施策を総合的か

つ計画的に策定し、市民、事業所、教育関係者など

と連携して男女共同参画の推進に努めます。 

市民：家庭、職場、学校、地域、社会のあらゆる

分野において男女共同参画の推進に努め、市が実施

する施策に協力しましょう。 

事業者：事業活動において積極的に男女共同参画の

推進に取り組み、市が実施する施策に協力しましょう。 

教育関係者：教育の場において男女共同参画の推

進に配慮し、市が実施する施策に協力しましょう。  

                                                  

     

性別による差別的な扱い 

セクシュアル・ハラスメント 

ドメスティック・バイオレンス 

性別による身体的・精神的暴力 

男女共同

参画社会

の実現 

男女の    

人権の尊重 
制度や慣行に

とらわれない

社会活動への

自由な選択 

方針の立案や

決定への  

共同参画 
  家庭生活と 

他の活動との

両立 

男女の生涯に 

わたる健康と  

権利の確保 

国際社会に対

応した男女共

同参画の推進 


